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第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の趣旨 

第３期計画では、国の指針に基づき障害者の地域移行、福祉施設から一般就労への移

行など、生活分野に関わる各年度のサービス等の見込みや確保策について、平成２６年

度に向けての数値目標を明らかにし、障害者に必要なサービスが提供されるよう努めて

きました。 

この間、平成２４年６月、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉

施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の制定により、「障害者自立支援法」

が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（障害者総合支援法）」に改

正され、障害者の範囲の拡大、それに伴う障害福祉サービスの対象者拡大や地域生活支

援の事業が追加されることになりました。 

これらの法改正を踏まえて、これまでの障害福祉計画の実施状況を点検し、引き続き

取り組むべき課題や新たな課題を整理し、更なるサービス基盤整備を推進するために計

画を策定するものです。 

 

 

２．計画の位置づけ 

障害者総合支援法第８８条第１項の規定に基づいて、“障害福祉サービス、相談支援及

び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画”として、障害福祉サービス等に係

る見込み、目標値実現のための確保策等を盛り込んでいます。 

 

３．計画の期間 

    平成２７年度から平成２９年度までの３年間 

     

   ◇計画期間 

年度 

計画の名称 

24 

年度 

25 

年度 

26 

年度 

27 

年度 

28 

年度 

29 

年度 

30 

年度 

31 

年度 

32 

年度 

障 害 者 支 援 計 画 

（総合的な施策） 

障害者計画  

(旧計画) 
←     障害者支援計画   → 

障 害 福 祉 計 画 

（サービス見込み量等） 
（第３期計画） （第４期計画 ） ← 第５期計画 → 

第４期障害福祉計画 

 

本市の地

域生活支

援事業 

第１章 計画の基本的な考え方 

 

本市の地域生活支援事

業 



 － ２８ － 

第２章 計画の基本方針 

 

   第４期障害福祉計画作成のための国の基本指針では、基本的な考え方については、第１期

計画作成時から特に変更されないことが示されております。 

今後も障害者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう支援し、地域生活及び一般就

労への移行促進さらに相談支援体制の拡充を図ります。 

 

（１）施設入所・入院から地域生活への移行の推進 

グループホーム等の充実を図り、受入れ条件が整えば退院可能な精神障害者及び施設

入所者の地域生活への移行を進めます。 

 

（２）福祉施設から一般就労への移行の推進 

就労移行支援事業等の推進により、福祉施設利用者の一般就労への移行を進めるとと

もに、福祉施設における雇用の場の拡大を図ります。 

 

（３）訪問系サービス等の基盤整備と地域生活支援事業の充実 

    地域の社会資源を活用して、訪問系サービス等の基盤整備を進めるとともに、地域活

動支援センター事業をはじめとする地域生活支援事業の充実を図り、障害者の社会参加

を進めます。 

 

（４）障害者の生活を地域全体で支える体制づくり 

   相談支援体制の強化を図り、地域自立支援協議会を中心としたネットワークを構築し、

地域全体で障害者を支えるための体制づくりを進めます。 
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第３章 平成２９年度までの目標値の設定 

 

１．目標設定の見込み方（国の基本指針）  

国は、平成２９年度までの数値目標の設定について、以下のように示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

① 【福祉施設から地域生活への移行促進】 

   

⇒ 平成２５年度末の施設入所者数を４％以上削減することを基本としつつ、地域

の実情に応じて目標設定します。 

 

② 【精神科病院から地域生活への移行促進】 

   

⇒ 平成２９年度までに精神科病院の入院患者のうち「受入れ条件が整えば退院可  

 能な精神障害者」の地域生活への移行を目指します。 

 

③ 【福祉施設から一般就労への移行促進】 

 

⇒ 平成２９年度末の福祉施設利用者のうち、一般就労への移行者数を平成２４年

度実績の２倍以上及び就労移行支援事業の利用者数を平成２５年度末の利用者

から６割以上増加を目指します。 
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２．平成２９年度の目標値 

国の基本指針に基づき、また、障害者等の自立支援に向け、地域生活移行や就労支援など

の諸課題に対応するため、次に掲げる事項について、数値目標を設定します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

     福祉施設の入所者（施設入所支援利用者を含む）のうち、３人がグループホーム等

の地域生活への移行を見込んでいます。 

また、平成２９年度までにグループホーム等での対応が困難で、真に施設入所が必

要と思われる新規入所者を１人見込んでいます。 

項  目 人数  

第１期計画作成時点での施設入所者数（見込み） 82 人 

第２期計画作成時点での施設入所者数（見込み） 76 人 

第３期計画作成時点での施設入所者数（見込み） 77 人 

第４期計画作成時点での施設入所者数（Ａ） 76 人 

【目標値】 地域生活移行者（Ｂ） 3 人 

新規の施設入所者数（Ｃ） 1 人 

平成２９年度末の施設入所者数（Ｄ） （Ａ－Ｂ＋Ｃ） 74 人 

【目標値】 削減見込（Ａ－Ｄ）     2 人 

 （２）入院中の精神障害者の地域生活への移行 

平成２９年度までに受入れ条件が整えば退院可能な精神障害者１１人のうち、平成

２９年度末までに４人が退院し、地域で暮らせることを目標とします。 

在宅へ移行する者は、居宅介護や日中活動サービス等の障害福祉サービスの利用が

見込まれるとともに、居住の場としてグループホーム等の整備が必要となるため、そ

の確保について事業者に働きかけていきます。 

項   目 人数 

退院可能な精神障害者数  11 人 

【目標値】 平成 29 年度末までに減少をめざす数 4 人 

おもな移行先 
グループホーム・ケアホーム   2 人 

一般住宅（自宅）などの在宅 2 人 

（３）福祉施設から一般就労への移行 

福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、４人が平成２９年度中に一

般就労に移行することを目標とします。 

項   目 人数 

第４期計画作成時点での一般就労に移行した人数 2 人 

【目標値】 平成 29 年度中の一般就労移行者数 4 人 
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第４章 自立支援給付等及び地域生活支援事業の推進 

１.障害福祉サービス等の見込み量 

【１】訪問系サービス 

     ※ 在宅で身体介護や家事援助などの支援を受けるサービスです。 

①サービスの概要 

居 宅 介 護 
ホームヘルパーが自宅に訪問して、入浴、排せつ、食事

の介護を行います。 

重 度 訪 問 介 護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神

障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常

に介護を要する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、

外出時における移動支援などを総合的に行います。 

行 動 援 護 
行動上著しい困難を有する人が行動するときに、自傷、

異食、徘徊等の危険を回避するための援護を行います。 

重度障害者等包括支援 
常時介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護など複数

のサービスを包括的に行います。 

同 行 援 護 

視覚障害により、移動に著しく困難な障害者に対し、外

出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動

の援護を行います。 

②過去の実績と見込み量 

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援・同行援護の５つのサ

ービスを提供します。過去の利用状況を踏まえるとともに、地域生活へ移行される分

の利用を勘案して見込んでいます。また、障害の特性にあったサービスが提供される

よう事業者に働きかけていきます。 

（単位：時間分） 

  年度 

サービス名               

実  績 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

居 宅 介 護 

重 度 訪 問 介 護 

行 動 援 護 

重度障害者等包括支援 

同 行 援 護 

３１３ 

（34 人） 

２４３ 

（30 人） 

２８２

（35 人） 

３２４ 

（40 人） 

３２４ 

（40 人） 

３２４ 

（40 人） 

※実績は、24 年度は平成 25 年 3 月分、25 年度は平成 26 年 3 月分、26 年度は平成 27 年 3 月分推計。 

※単位「時間分」とは、「１ヵ月の平均利用人数」×「平均利用時間数」 

※各年度数値の下段（ ）内の人数は、実利用（見込み）者数  
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【２】日中活動系サービス 

※ 施設入所支援等の居住系サービス利用者と在宅で暮らす障害者が、入所施設や

通所施設等で昼間に創作的な活動や訓練等を行うサービスです。 

 

①サービスの概要 

生 活 介 護 
常に介護を要する人に昼間、入浴、排せつ、食事の介

護等を行います。 

短 期 入 所 

自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間

も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療 養 介 護 
常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、

療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。 

自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営むうえで、身体機能・生活能力の維持・

向上のため、一定の支援が必要な身体障害のある人に、

自立した日常生活、社会生活が送れるよう、一定期間、

身体機能の向上のために必要な訓練等を行います。 

自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のた

め、一定の支援が必要な知的障害または精神障害がある

人に、自立した日常生活、社会生活が送れるよう、一定

期間、生活能力の維持・向上に必要な訓練等を行います。 

就 労 移 行 支 援 
一般就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知

識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。 

就労継続支援（Ａ型） 

就労に必要な知識・能力の向上を図ることで、就労が

可能な人に、事業者と雇用契約に基づく就労機会を提供

します。 

就労継続支援（Ｂ型） 

年齢や体力の面から就労が困難な人、50 歳に達して

いる人、企業等の雇用、就労移行支援、就労継続支援（Ａ

型）の利用が困難と判断された人に、就労の機会や生産

活動を提供します。 

児 童 発 達 支 援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行いま

す。 

放課後等デイサービス 
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進その他必要な支援を行います。 
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  ②過去の実績と見込み量 

昼は日中活動のサービス、夜は施設入所支援や共同生活援助等の居住系サービスを

提供しています。入所施設の日中活動である生活介護や、就労移行支援や就労継続支

援Ｂ型の利用者が増加するものと思われます。 

（単位：人日分） 

  年度 

サービス名             

実  績 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

生 活 介 護 
１，９７３ 

(97 人） 

２，０８３ 

(100 人） 

２，２７７ 

(110 人） 

２，５０４ 

（121 人） 

２，７５３ 

（133 人） 

３，０２２ 

（146 人） 

短期入所（福祉型） 
７０ 

（5 人） 

１６ 

（3 人） 

１０ 

（3 人） 

１０ 

（3 人） 

１０ 

（3 人） 

１０ 

（3 人） 

短期入所（医療型） 
０ 

（0 人） 

０ 

（0 人） 

０ 

（0 人） 

７ 

（1 人） 

７ 

（1 人） 

７ 

（1 人） 

療 養 介 護 
１１ １２ １１ １３ １３ １３ 

自立訓練（機能訓練） 
0 

（0 人） 

0 

（0 人） 

２３ 

（1 人） 

２３ 

（1 人） 

１３ 

（1 人） 

１３ 

（1 人） 

自立訓練（生活訓練） 

１８９ 

（12 人） 

１４１ 

（8 人） 

１６３ 

（10 人） 

１９５ 

（12 人） 

２２８ 

（14 人） 

２６０ 

（16 人） 

就 労 移 行 支 援 
５０ 

（3 人） 

１０４ 

（5 人） 

１４２ 

（7 人） 

１８２ 

（9 人） 

２２３ 

（11 人） 

２６３ 

（13 人） 

就労継続支援（Ａ型） 
１５９ 

（7 人） 

２４６ 

（11 人） 

３０１ 

（14 人） 

３６５ 

（17 人） 

４３０ 

（20 人） 

４９４ 

（23 人） 

就労継続支援（Ｂ型） 

１，１４９ 

（59 人） 

１，２６３ 

（67 人） 

１，４１７ 

（75 人） 

１，５６８ 

（83 人） 

１，７１９ 

（91 人） 

１，８７１ 

（99 人） 

児 童 発 達 支 援 

８２ 

（5 人） 

７０ 

（3 人） 

８２ 

（5 人） 

１４７ 

（9 人） 

２１３ 

（13 人） 

２７８ 

（17 人） 

放課後等デイサービス 

４３７ 

（28 人） 

４５７ 

（29 人） 

４５７ 

（29 人） 

５２１ 

（33 人） 

５８４ 

（37 人） 

６１６ 

（39 人） 

※実績は、24 年度は平成 25 年 3 月分、25 年度は平成 26 年 3 月分、26 年度は平成 27 年 3 月分推計。 

※単位「人日分」とは、「１ヵ月の平均利用人数」×「平均利用日数」。療養介護のみ「人分」。 

※各項目数値の下段（ ）内の人数は、実利用（見込み）者数  
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【３】居住系サービス 

    ※ 入所施設等で夜間の居住を支援するサービスです。 

 

①サービスの概要 

共 同 生 活 援 助 

（グループホーム） 

障害者で日中活動系サービスを利用している人、また

は介護を必要とし、就労している人に、夜間や休日等の

共同生活を行う住宅で、相談や日常生活上の援助を行い

ます。 

施 設 入 所 支 援 

生活能力上、単身の生活が困難な人や地域の社会資源

の状況から通所が困難な人、施設に入所している人に夜

間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

②過去の実績と見込み量 

知的障害者や精神障害者が、施設入所から地域生活への移行が促進されると考えら

れるため、グループホーム利用者の増加が見込まれると思われます。 

（単位：人分） 

年度 

サービス名               

実  績 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

共同生活援助（グループホーム） ３５ ３５ ３８ ４１ ４４ ４７ 

施 設 入 所 支 援 ７２ ７５ ７６ ７６ ７５ ７４ 

※実績は、24 年度は平成 25 年 3 月分、25 年度は平成 26 年 3 月分、26 年度は平成 27 年 3 月分推計。 

※単位「人分」とは、１ヵ月の実利用人数 
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【４】その他のサービス 

①サービス利用計画作成（相談支援） 

サービス利用者に対して、利用計画書の作成支援等を行います。また、地域生活

へ移行するための活動に関する相談支援や、常時の連携体制を確保して緊急の事態

等における相談支援を行います。 

（単位：人分） 

年度 

サービス名               

実  績 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

計 画 相 談 支 援 ４ １８ １７８ ２１３ ２４８ ２８３ 

地 域 移 行 支 援 ０ ０ ０ １ １ １ 

地 域 定 着 支 援 ０ １ ０ １ １ １ 

障 害 児 相 談 支 援 ０ １７ ３１ ３５ ４３ ５１ 

※実績は、24 年度は平成 25 年 3 月分、25 年度は平成 26 年 3 月分、26 年度は平成 27 年 3 月分推計。 

 

②自立支援医療費（更生医療・育成医療）の給付 

自立支援医療費として更生医療・育成医療・精神通院医療の３つが公費で負担さ

れますが、現在では更生医療の他に、平成 25 年 4 月 1 日から育成医療の給付も実施

しています。 

 

    ③補装具費の支給 

      補装具交付及び修理の支給決定について、相談等適切な対応に努めます。 

       

④療養介護医療費の給付 

療養介護を利用する人に対して、当該サービスに係る医療に要した費用を療養介

護医療費として給付しています。 
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２．地域生活支援事業の見込み量 

 

地域生活支援事業は、介護給付費・訓練等給付費の障害福祉サービス等の自立支援給付と

ともに、障害者が地域で安心して暮らせるように、地域の特性や利用者の状況に応じて自主

的かつ柔軟に提供できるよう実施します。 

 

【１】相談支援事業 

※ 障害者とその保護者・介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供、権利擁

護のための支援などを行います。 

 

①サービスの概要 

障害者相談支援事業 

（一般相談） 

障害者の福祉サービスの利用援助（情報提供・相談）

等を行います。 

地域自立支援協議会 

相談支援事業の公平・中立性を確保しながら、困難事

例への対応、地域の関係機関によるネットワークづく

り、地域の社会資源活用の検討等を行います。 

市町村相談支援機能強化事業 
専門的な相談支援を必要とする困難ケースへの対応

等を行います。 

住宅入居等支援事業 

賃貸契約の一般住宅へ入居を希望している障害者等

で、保証人がいない等の理由により入居困難な方に、入

居契約手続き支援、緊急時の相談支援・連絡調整、生活

上の課題に対する支援等を行います。 

成年後見制度利用支援事業 

身寄りのない障害のある人で、判断能力が十分でない

ことなどから、市が後見開始等の審判の請求を必要と認

める人、または助成なしでは制度の利用が困難な人に対

し、申立て経費の助成を行います。 

 

  ②過去の実績と見込み量 

市では、弘前市に所在する指定相談支援事業者（５ヵ所）と、山郷館サポートセン

ターくろいし（山郷館総合支援センター内）」に委託し、相談支援体制の強化を図って

います。 

地域自立支援協議会では、関係機関・関係団体等とのネットワーク強化とともに、

地域の社会資源を活かし、障害者への総合的かつ一体的な支援に取り組んでいきます。 
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年度 

事業名等               

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

障 害 者 相 談 支 援 事 業 ６ヵ所 ６ヵ所 ６ヵ所 ６ヵ所 ６ヵ所 ６ヵ所 

地 域 自 立 支 援 協 議 会 無 無 無 有 有 有 

特 別 相 談 支 援 事 業 

（市町村相談支援機能強化事業） 
有 有 有 有 有 有 

住 宅 入 居 等 支 援 事 業 有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業 有 有 有 有 有 有 

   ※ 障害者相談支援事業については実施箇所数、その他の事業については事業実施の有無を表記。 

 

【２】意思疎通支援事業 

※ 障害により意思疎通を図ることに支障のある人に手話通訳者・要約筆記者の派

遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 

 

①サービスの概要 

手話通訳者派遣事業 手話通訳者を派遣します。 

要約筆記者派遣事業 要約筆記者を派遣します。 

手話通訳者設置事業 
手話通訳者を窓口に配置し、市役所庁内での応対や派

遣のコーディネート、情報収集等の業務を行います。 

 

  ②過去の実績と見込み量 

手話通訳者・要約筆記者の派遣については、これまでの利用状況を踏まえて利用量

を見込んでおり、提供体制は確保できるものと思われます。手話通訳者設置事業につ

いては、手話通訳者（非常勤嘱託員）を障害福祉担当課の窓口に配置しており、今後

も継続実施します。 

（単位：人） 

年度 

事業名               

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

手話通訳者派遣事業（実利用者数） １１ １２ １３ １３ １３ １３ 

手話通訳者派遣事業（実利用件数） ８２ ５３ ５３ ５５ ５５ ５５ 

要約筆記者派遣事業（実利用者数） ０ ０ ０ １ １ １ 

手話通訳者設置事業（実設置人数） １ １ １ １ １ １ 

手話通訳者設置事業（実利用件数） ２６５ ２６６ ２６６ ２７０ ２７０ ２７０ 
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  【３】日常生活用具給付等事業 

※ 重度障害者等に自立生活支援用具等を給付し、日常生活の便宜を図ります。 

 

①用具の種類 

介護・訓練支援用具 

特殊寝台や特殊マット等で、障害者の身体介護を支援

する用具や障害のある子どもが訓練に使用するイス等

の用具です。 

自 立 生 活 支 援 用 具 

入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置等で、障害

者の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具で

す。 

在宅療養等支援用具 
電気式たん吸引器や盲人体温計等で、障害者の在宅療

養を支援する用具です。 

情報・意思疎通支援用具 
点字器や人口咽頭等で、障害者の情報収集、情報伝達

や意思疎通などを支援する用具です。 

排 泄 管 理 支 援 用 具 
紙おむつやストマ用装具等で、障害者の排せつ管理を

支援する衛生用品です。 

住 宅 改 修 費 

（居宅生活動作補助用具） 

障害者の居宅生活動作を円滑にする用具で、設置に小

規模な住宅改修が伴う場合に、その費用を支給します。 

 

 

②過去の実績と見込み量 

これまでの利用状況を踏まえて利用量を見込みました。 

      （単位：件） 

年度 

用具の種類 

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

介護・訓練支援用具 ５ ３ ６ ６ ７ ８ 

自 立 生 活 支 援 用 具 ５ ２ ５ ６ ７ ８ 

在宅療養等支援用具 １２ ８ １５ １５ １６ １７ 

情報・意思疎通支援用具  ２ ４ ２ ２ ３ ４ 

排 泄 管 理 支 援 用 具 ９６６ ８９０ ９７６ ９８０ ９９０ １，０００ 

住 宅 改 修 費 ２ １ ２ ２ ２ ２ 

計 ９９２ ９０８ １，００６ １，０１１ １，０２５ １，０３９ 

 ※件数は、年間の延べ給付等件数。 
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【４】移動支援事業 

※ 障害があり、屋外への移動が困難な人に対し、社会生活上必要不可欠な外出及

び社会参加活動等での外出を支援します。 

 

①サービスの概要 

個 別 移 動 支 援 
個々に支援が必要な場合にマンツーマンで支援を行

います。 

グ ル ー プ 移 動 支 援 

複数の障害のある人への同時支援を行います。屋外に

おいて、同一の目的地・同一のイベント等に複数の人数

で同時に参加するときの支援を行います。 

車両輸送型移動支援 

日中活動サービスの利用やその他の必要な外出時に

おいて、車両送迎による支援を行います。 

・日中活動サービス送迎 

・福祉タクシー、福祉有償輸送 

 

 

②過去の実績と見込み量 

これまでの利用状況を踏まえて利用量を見込みました。個別移動支援によるイベン

ト参加、買い物、金融機関等での外出先での利用や日中活動サービスへの車での送迎

に伴う利用増が見込まれ、サービス提供体制を確保します。 

 

年度 

項目               

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

実 利 用 者 数 １３人 １３人 １６人 １８人 ２０人 ２０人 

延べ利用時間数 
５７８ 

時間  

６０３ 

時間  

７４１ 

時間  

 ８２８

 時間 

 ９２０

 時間 

 ９２０

時間 
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【５】手話奉仕員養成研修事業 

※  意思疎通を図ることに支障がある障害者等が、自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、手話で日常生活を行うために必要な手話表現技術を習得し、

聴覚障害者等の支援者となれるよう奉仕員を養成します。 

 

  ①事業の概要 

手 話 奉 仕 員 養 成 事 業 

聴覚障害者等の交流活動の促進、市の広報活動などの

支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術

を習得した手話奉仕員を養成します。 

 

  ②過去の実績と見込み量 

   年度 

事業名等               

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

手 話 奉 仕 員 養 成 事 業 無 有 有 有 有 有 

※事業実施の有無を表記 

 

【６】地域活動支援センター事業 

※ 障害者が通所しながら、創作的活動、生産活動の機会提供等、地域の実情に応じ

た支援を行います。 

   

① 事業の概要 

地

域

活

動

支

援

セ

ン

タ

ー 

基 礎 的 事 業  創作的活動、生産活動の機会を提供します。 

機 能 強 化 事 業 
基礎的事業のほかに、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の類型に応じ

て、次のことを行います。 

 

Ⅰ型 

専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉

及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、障害に

対する理解促進の普及啓発等を行います。 

Ⅱ型 

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し

て、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス等を行

います。 

Ⅲ型 
運営年数と利用者数が一定以上の小規模作業所を支

援する事業です。 
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②過去の実績と見込み量 

     市では、弘前市の指定相談支援事業者の３事業者と「山郷館サポートセンターくろ

いし」にⅠ型、「山郷館キャンパス」にⅡ型、「あおぞら作業所」にⅢ型を委託し、計

６か所で計画的に実施してきました。 

これからも障害者の便宜を図り、基盤整備に努めていきます。 

 

 

年度 

事業名               

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

Ⅰ型 

（本市分） 

実施箇所数 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

実利用者数 ２８人 ２８人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

Ⅰ型 

（他市町村分） 

実施箇所数 ３ヵ所 ３ヵ所 ３ヵ所 ３ヵ所 ３ヵ所 ３ヵ所 

実利用者数 ７人 ９人 ９人 ９人 ９人 ９人 

Ⅱ型 

（本市分） 

実施箇所数 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

実利用者数 １０人 ８人 １９人 １９人 １９人 １９人 

Ⅲ型 

（本市分） 

実施箇所数 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

実利用者数 ８人 ８人 ８人 ８人 ８人 ８人 

【７】その他の事業（任意事業） 

※ 【１】～【６】の必須事業のほかに、自立した日常生活または社会生活を営む

ために必要なものとして、市町村の判断により実施する事業です。 

 

①事業の概要 

福 祉 ホ ー ム 事 業 

家庭環境や住宅事情により、居宅で生活することが困

難な障害者を、低額な料金で居室その他の設備を利用さ

せ、地域生活の支援を行います。 

訪問入浴サービス事業 
自宅での入浴が困難な重度の身体障害のある人を訪

問し、入浴サービスを行います。 

更生訓練費給付事業 

就労移行支援事業または自立訓練事業を利用してい

る人及び施設において更生訓練を受けている人などに

更生訓練費を支給します。 

知的障害者職親委託制度 
知的障害者を一定期間、職親に預け、生活指導・技能

訓練等を行います。 

生 活 支 援 事 業 

精神障害者及びその家族等の団体に対し、社会復帰に

関する活動への情報提供等、ボランティア活動の支援を

行います。 
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日 中 一 時 支 援 事 業 

日中において看護する人がいないため、一時的に見守

り等の支援が必要な障害者等に対し、日中の場の提供、

見守り、社会適応訓練等を行います。 

生 活 サ ポ ー ト 事 業 

介護給付費の支給決定を受けていない人で、日常生活

に関する支援を行わなければ生活に支障をきたすおそ

れのある人に、ヘルパーを派遣し、生活支援・家事援助

を行います。 

社

会

参

加

促

進

事

業 

スポーツ・レクリエーション 

教室等開催事業 

障害者団体等が行うスポーツ・レクリエーション教

室、大会等へ支援を行います。 

芸術・文化講座 

開 催 等 事 業 

障害者団体等が行う芸術・文化講座、芸能大会等へ支

援を行います。 

点字・声の広報等 

発 行 事 業 

 文字による情報入手が困難な障害者に、広報の内容を

テープに録音し、配布します。 

自動車運転免許 

取得費助成事業 

障害者で就労のため免許を取得しようとする人に、自

動車運転免許取得費を助成します。 

身体障害者自動車 

改造費助成事業 

身体障害者手帳所持者で自ら所有し、運転する自動車

の改造が必要な人に、自動車改造費用を助成します。 

 

②過去の実績と見込み 

これまでの利用状況等を踏まえて利用量を見込みました。 

また、その他のサービスについても、内容等の周知に努めるとともに、基盤整備を

図ります。 

 

 

年度 

事業名               

実績（26 年度は見込み） 見 込 み 量 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

福祉ホーム事業 実施箇所数 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

訪問入浴サービス事業 実利用者数 １人 １人 ２人 ２人 ２人 ２人 

更生訓練費給付事業 実利用者数 ０人 ０人 ０人 １人 １人 １人 

知的障害者職親委託制度 実利用者数 ０人 ０人 ０人 １人 １人 １人 

生 活 支 援 事 業  

 ボランティア活動支援事業 実施箇所数 ０ヵ所 ０ヵ所 ０ヵ所 ０ヵ所 ０ヵ所 ０ヵ所 

日中一時支援事業 

実利用者数 ２６人 ２３人 ２３人 ２３人 ２３人 ２３人 

延べ利用回数 
1,692

回 

８０３ 

回 

８０３ 

回 

８０３ 

回 

８０３ 

回 

８０３ 

回 

生活サポート事業 
実利用者数 ０人 ０人 ０人 １人 １人 １人 

延べ利用回数 ０回 ０回 ０回 ６０回 ６０回 ６０回 
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 － ４３ － 

社会参加促進事業（各実施件数）  

 スポーツ・レクリエーション教室等開催事業 １件 １件 １件 １件 １件 １件 

芸術・文化講座開催等事業 ０件 ０件 ０件 １件 １件 １件 

点字・声の広報等発行事業 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 

自動車運転免許取得費助成事業 １ １件 １件 １件 １件 １件 

身体障害者自動車改造費助成事業 ０件 ０件 １件 １件 １件 １件 

 

③ 災害に対する市の単独事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視聴覚障害児（者）情報連絡事業 

 身体障害者手帳視覚障害１級所持者又は聴覚障害２

級所持者に対し、災害などがあった場合、ＴＥＬ、Ｆ

ＡＸ、携帯電話（メール）などで情報を提供します。 

 

災 害 時 要 援 護 者 登 録 制 度 

 障害者や一人暮らしの高齢者等が、災害時などに地

域の中で支援を受け、安心して暮らすことができるよ

う、制度の整備と適正な運用に努めます。 
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